
平成３０年７月１２日 

阪神高速道路株式会社 

公示の修正について 

平成３０年７月１２日付け、官報に掲載の湊町・難波地区鋼製基礎大規模更新工事

の公示について、下記のとおり記載内容の一部修正を行います。 

記 

■ ２ 競争参加資格 (2)一般競争参加資格の認定 

（修正前）設計業務の契約締結までに、下記に示す両方の資格を有すること。 

（修正後）設計業務の見積合わせまでに下記に示す両方の資格を有すること。  

■ ２ 競争参加資格 (4)企業の形態及び施工能力点 ①設計業務の場合 １）単体の場合 

（修正前）設計業務の契約締結までに下記に示す両方の資格を有すること。 

（修正後）設計業務の見積合わせまでに下記に示す両方の資格を有すること。 

■ ２ 競争参加資格 (4)企業の形態及び施工能力点 ①設計業務の場合 ２）設計共同体の   

場合 イ） 

（修正前）構成員は、設計業務の契約締結までに下記に示す両方の資格を有すること。 

（修正後）構成員は、設計業務の見積合わせまでに下記に示す両方の資格を有すること。 

■ ５ その他 (2)契約保証金 ②工事 

（修正前）  

契約保証金の額、保証金額又は保険金額は、請負代金額の 10 分の３以上とする。 

（修正後） 

契約保証金の額、保証金額又は保険金額は、請負代金額の 10 分の１以上とする。  

■ ５ その他 (8)一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加（５行目） 

（修正前）～設計業務の契約締結までに、当該資格の認定を受け～ 

（修正後）～設計業務の見積合わせまでに当該資格の認定を受け～ 

以   上 



公募型プロポーザル方式に係る手続開始の公示

（建築のためのサービスその他の技術的サービス

（建設工事を含む）） 

次のとおり競争参加資格確認申請書の提出を招

請します。 

平成 30 年７月 12 日 

阪神高速道路株式会社             

契約責任者 建設・更新事業本部長 今木 博久 

◎調達機関番号 421 ◎所在地番号 27 

○平成 30年阪神高速公告第 20号 

１ 工事概要 

(1) 品目分類番号 41 

(2) 工事名 湊町・難波地区鋼製基礎大規模更

新工事 

(3) 本工事は、１号環状線、15 号堺線（大阪市

浪速区湊町付近）の高架橋を支持し、かつ、

大阪地下街㈱など３者が所有する地下街函体

上に設置される鋼製基礎について、供用中の

阪神高速を通行止めすることなく、また交通

量の多い複数の主要幹線道路（千日前通、御

堂筋及び四つ橋筋）に面しており、終日の通

行止めが不可能なため、路面覆工下の狭隘な

作業空間において、鋼・コンクリ－ト複合構

造へ更新する工事である。また、公共工事の

品質確保の促進に関する法律第 18 条に規定

する「技術提案の審査及び価格等の交渉によ

る方式」（以下「技術提案・交渉方式」という。）

の設計交渉・施工タイプの試行工事であり、

優先交渉権者として選定された者と設計業務

の契約を締結した後、阪神高速道路株式会社

（以下、旧阪神高速道路公団を含め、「阪神高

速」という。）と優先交渉権者との間で締結さ

れる基本協定に基づき価格等の交渉を実施し、

交渉が成立した場合には工事の契約を締結す

る。 

① 設計業務 

   １）業務内容 

設計打ち合わせ   １式 



設計計画      １式 

現地調査      １式 

設計条件確認    １式 

鋼製基礎詳細設計  １式 

支承設計      １式 

施工法検討     １式 

施工計画・仮設計画 １式 

計測計画      １式 

協議資料作成    １式 

照査とりまとめ   １式 

２）業務期間 契約締結日の翌日から約９ 

か月間 

３）業務参考額 業務参考額については、

競争参加者からの見積を踏まえて設定す

る。なお、参考額は単なる目安であり、

契約金額を制限するものではない。 

② 工事 

１）工事場所 大阪府道高速大阪池田線（１

号環状線）、大阪府道高速大阪堺線（大阪

市浪速区湊町１丁目～大阪市中央区難波

１丁目付近） 

２）工事内容  

工場製作工：約 70t 

鋼製基礎更新工：１式 

作業土工：９基、地盤改良工：１式、

保護コンクリート撤去工：９基、支

承部改良工：１基 、防食工：１式、

躯体コンクリート工：９基、防水工：

１式、既設部材取替工：１式 

復旧工：１式 

仮設工：１式   

共通仮設費：１式  

  ３）工事期間 工事契約時に設定する。 

  ４）工事参考額 約 40 億円（税抜）なお、

参考額は単なる目安であり、契約金額を

制限するものではない。 

(4)  本工事は、すべての競争参加者から競争参

加資格確認申請時に設計業務費見積書の提出



を求める工事である。 

(5) 本工事は、建設工事に係る資材の再資源化

等に関する法律（平成 12年法律第 104 号）に

基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物

の再資源化等の実施が義務づけられた工事で

ある。 

(6) 本工事は、契約締結後に施工方法等の提案

を受け付ける契約後ＶＥの対象工事である。 

(7)  本工事は、本工事の契約締結実績について、

今後発注される「技術的難易度の高い工事の

受注実績評価対象工事」の技術評価項目にお

いて加点対象とする「技術的難易度の高い工

事指定」の試行工事である。 

２ 競争参加資格 

(1) 阪神高速道路株式会社契約規則（平成23 年

阪神高速規則第10号)第６条の規定に該当し

ない者であること。 

(2)  一般競争参加資格の認定 設計業務の見積

合わせまでに下記に示す両方の資格を有する

こと。 

① 阪神高速における測量・建設コンサル

タント等の「土木設計」に係る平成 29

～32 年度の一般競争参加資格 

②  阪神高速における建設工事の「土木」

又は「橋梁（メタル）」に係る平成 29・

30 年度の一般競争参加資格 

なお、会社更生法（平成14年法律第 154 号）

に基づき更生手続開始の申立てがなされてい

る者又は民事再生法（平成11年法律第 225 号）

に基づき再生手続開始の申立てがなされてい

る者については、手続開始の決定後、阪神高

速が別に定める手続に基づく一般競争参加資

格の再認定を受けていること。 

(3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立て

がなされている者又は民事再生法に基づき再

生手続開始の申立てがなされている者（上記

(2)の再認定を受けた者を除く。）でないこと。 

 (4)  企業の形態及び施工能力点  



① 設計業務の場合 

下記に示す単体又は２者による設計共同

体であること。 

１）単体の場合 

設計業務の見積合わせまでに下記に示

す両方の資格を有すること。 

・阪神高速における測量・建設コンサルタ

ント等の「土木設計」の認定 

・阪神高速における建設工事の「土木」に

係る一般競争参加資格の認定の際に客

観的事項について算出した点数（以下、

「施工能力点」という。）が 1,200 点以

上又は建設工事の「橋梁（メタル）」に

係る施工能力点が 1,150 点以上 

２）設計共同体の場合 

下記の条件を満たしている者により構

成される設計共同体であること。 

ア）代表者は、上記１）に同じ 

イ）構成員は、設計業務の見積合わせまで

に下記に示す両方の資格を有すること。 

・阪神高速における測量・建設コンサル

タント等の「土木設計」の認定 

・阪神高速における建設工事の「土木」

に係る施工能力点が 1,200 点以上又は

建設工事の「橋梁（メタル）」に係る施

工能力点が 1,050 点以上 

② 工事の場合 

下記に示す単体又は２者による特定建設

工事共同企業体であること。 

１）単体の場合 

下記の資格を有すること。 

・阪神高速における建設工事の「土木」に

係る施工能力点が 1,200 点以上又は建設

工事の「橋梁（メタル）」に係る施工能力

点が 1,150 点以上 

２）特定建設工事共同企業体の場合  

下記の条件を満たしている者により構

成される特定建設工事共同企業体である



こと。 

ア）代表者は、上記１）に同じ 

イ）構成員は、 阪神高速における建設工

事の「土木」に係る施工能力点が

1,200 点以上又は建設工事の「橋梁

（メタル）」に係る施工能力点が

1,050 点以上 

(5)  地域要件 設定しない。 

(6)  業務の実績 求めない。 

 (7)  施工実績 平成 15年度以降に、元請けとし

て、下記に示す同種工事の施工実績（完成し

引渡しが済んでいるものに限る。以下同じ。）

を有すること。なお、共同企業体の構成員と

しての施工実績は、出資比率が 20％以上の場

合のものに限る。 

また、阪神高速が発注した工事の場合は工

事成績評定点が 65 点未満の工事は施工実績

として認めない。国、地方公共団体及び公共

工事の入札契約の適正化の促進に関する法律

第２条第１項の政令で定める法人（以下「他

の機関」という。）が発注した工事の場合は、

他の機関が施工実績として認めない点数の工

事も施工実績として認めない。 

また、特定建設工事共同企業体にあっては、

代表者及びその他の構成員が、平成 15 年度以

降に、元請けとして、下記に示す同種工事の

施工実績を有すること。 

Ⅰ.単体の場合 

「同種工事」 

・ 掘削を伴う道路橋（歩道橋を除く。以

下同じ。）下部工事 

 Ⅱ.特定建設工事共同企業体の場合 

ア）代表者は上記Ⅰ.に同じ。 

イ）構成員は下記に示すいずれかの同種工

事の施工実績を有すること。 

「同種工事」 

・ 道路橋下部工事 

・ 道路橋における鋼構造物（標識・遮



音壁・伸縮継手等橋梁付属物を除く。）

の補修又は補強工事（耐震補強工事を

含む。） 

(8)  下記３(3)に示す本工事における技術提案

（技術的所見）を記載した技術提案書が適切

であること。（詳細は説明書参照） 

(9) 工事成績評定点 阪神高速が発注した工事

のうち、過去２年度（平成28年度及び平成 29

年度）に完成し引渡した工事の実績がある場

合は、平成28年度及び平成29年度の工事成績

評定点の平均が２年連続で65点未満でないこ

と。 

(10) 配置予定技術者  次に掲げる基準を満たす

監理技術者又は主任技術者（以下「監理技術

者等」という。）を本工事の工期の開始時から

専任で配置できること。また、設計業務期間

においては専任の義務はなく、基本協定に基

づき工事が契約された場合において、次に掲

げる工事経験を有する者を配置すること。 

① 下記に示すいずれかの資格を有する者、

又はこれと同等以上の資格を有するものと

国土交通大臣が認定した者であること。 

・ 一級土木施工管理技士 

・ 技術士（建設部門） 

② 平成 15 年度以降に、元請けの現場代理人、

監理技術者、主任技術者又は担当技術者と

して、下記に示す同種工事の工事経験を有

する者であること。評価対象期間に産前休

業、産後休業、育児休業、介護休業及び傷

病休業を取得した場合は、休業期間に応じ

て工事経験として求める期間を１年単位で

延長するための申請を行うことができる。

なお、工事経験の取り扱いは、上記(7)の施

工実績の取り扱いに同じ。 

「同種工事」 

下記に示すいずれかの工事経験を有する

こと。 

・ 道路橋下部工事 



・ 道路橋における鋼構造物（標識・遮音

壁・伸縮継手等橋梁付属物を除く。）の

補修又は補強工事（耐震補強工事を含

む。） 

  ③ 監理技術者の配置が必要となる工事の場   

合、配置予定技術者は、監理技術者資格者

証及び監理技術者講習修了証を有する者で

あること。 

    ④ 専任の監理技術者等にあっては、競争参  

加希望者と直接的かつ恒常的な雇用関係に

あること。なお、恒常的な雇用関係とは、

競争参加資格確認申請書及び添付書類（以

下「申請書等」という。）提出日以前に３

か月以上の雇用関係にあることをいう。 

⑤ 申請時において配置予定技術者が確定し

ていない場合、工事契約時に、上記①～④

の条件を満たす技術者を配置すること。ま

た、配置予定技術者の申請に替えて別に定

める誓約書を提出すること。 

 (11) 競争参加停止措置 申請書等の提出期限日

から設計業務の契約締結までの期間に、阪神

高速道路株式会社競争参加停止等取扱要領に

基づく競争参加停止措置（以下「競争参加停

止措置」という。）を受けていないこと。  

(12) 暴力団等排除措置規則 申請書等の提出期

限日から設計業務の契約締結までの期間に、

阪神高速道路株式会社暴力団等排除措置規則

に基づく入札等除外措置を受けておらず、か

つ、同規則別表に掲げる措置要件のいずれに

も該当しないこと。 

(13) 設計共同体  設計共同体を結成する場合に

ついては、説明書を参照すること。 

(14) 設計業務等の受託者等との関連 本工事に

係る既設計業務等の受託者等（受託者が設計

共同体の場合は、当該設計共同体の各構成員

をいう。以下同じ。）又は当該受託者と資本若

しくは人事面において関連がある建設業者で

ないこと。 



(15) 競争参加者間の資本・人的関係 本競争に

参加しようとする者の間に、資本関係又は人

的関係がないこと。（詳細は説明書参照） 

(16) 特定建設工事共同企業体 特定建設工事共

同企業体を結成する場合については、説明書

を参照すること｡ 

３ 技術提案・交渉方式に関する事項 

(1) 技術提案書等 技術提案書又は最終技術提

案書（以下「技術提案書等」という）につい

て、下記(3)に示す評価項目に対する本工事に

おける技術提案等の記載が適切であること。

なお、詳細については、説明書を参照するこ

と。 

(2) 技術提案・交渉方式の仕組み 本工事の技

術提案・交渉方式は、以下の方法により優先

交渉権者を選定する方式とする。なお、詳細

については説明書を参照すること。 

① 技術評価点として、上記２(8)に関する技

術提案書の評価に応じて点数を付与する。 

② 技術評価点により、優先交渉権者を選定

する。 

 (3) 評価項目及び評価点 評価項目と評価点 

（最大点）の内容を以下に示す。なお、詳細

については、説明書を参照すること。 

・ 技術提案（技術的所見）に関する事項（60 

点）  

(4) 優先交渉権者選定に関する事項 技術提案

書等を提出した者の中から、評価値が最上位

である者を優先交渉権者として選定する。評

価値の最も高い者が２者以上あるときは、く

じ引きにより優先交渉権者を決定する。優先

交渉権者として選定した者には書面により通

知する。 

また、交渉権がないと認められた者に対し

ては、非選定とされた旨とその理由を同じく

書面により通知する。 

それ以外の者に対しては、次順位以降の交

渉権者として選定された旨を同じく書面によ



り通知する。 

なお、次順位の交渉権者においては、非特

定の通知までの期間にあっては書面により交

渉権の辞退を申し出ることができる。 

(5) 技術提案等の履行に関する事項 技術提案

書等に記載した内容は、契約書に添付のうえ

履行すること。（詳細は説明書参照） 

４ 手続等 

(1) 担当部署 〒550－0011 大阪市西区阿波座

１－３－15 阪神高速道路株式会社 建設・

更新事業本部 総務・経理課 電話 06－6535

－9386 

(2) 交付図書及び閲覧資料 説明書等は、次の

とおり交付又は閲覧する。  

① 交付期間 平成 30年７月 12 日（木）か

ら平成 30年８月８日（水）午後４時まで。 

② 交付方法 下記サイトより競争参加希望

者に無償で交付する。やむを得ない理由に

より、下記サイトから受領できない場合は、

ＣＤ－Ｒ等により交付するので、事前に上

記(1)の担当部署へその旨申し出ること。 

・ 阪神高速道路株式会社ホームページ

（工事の入札公告） 

https://www.hanshin-exp.co.jp/com

pany/nyusatsu/koukoku/koji/ 

③ 交付図書のダウンロード手順 ②のサイ

トにて、本工事の交付図書のダウンロード

手続へ進み、交付図書ダウンロード登録フ

ォームに会社名等の連絡先を登録する。登

録した連絡先に交付図書ダウンロードサイ

トのＵＲＬ情報がメールで届くので、電子

メール記載のダウンロード有効期限までに

交付図書をダウンロードする。 

④ 交付図書等以外の閲覧資料の閲覧期間  

平 30 年７月 12日（木）から平成 30年８

月８日（水）までの毎日（土曜日､日曜日及

び祝日を除く）、午前 10 時から午前 12 時ま

で、午後１時から午後５時まで。ただし、



最終日は午後４時まで。 

⑤ 交付図書等以外の閲覧資料の閲覧場所  

阪神高速道路株式会社 建設・更新事業

本部 閲覧コーナー 

(3) 申請書等の提出期間、場所及び方法  本競

争の参加希望者は、次に従い、申請書等を提

出すること。 

① 提出期間 平成30年７月12日（木）から

平成30年８月８日（水）までの毎日（土曜

日､日曜日及び祝日を除く）、午前 10 時か

ら午前12時まで、午後１時から午後４時ま

で。 

② 提出場所 上記(1)に同じ。 

③ 提出方法 持参又は郵送等によって、申    

請書等を提出するものとし、電送によるも

のは受け付けない。なお、詳細については、

説明書によること。 

(4) 技術提案書の提出期間、場所及び方法 

①  提出期間 平成30年８月31日（金）から

平成30年９月25日（火）までの毎日（土曜

日､日曜日及び祝日を除く）、午前 10 時か

ら午前12時まで、午後１時から午後４時ま

で。 

②  提出場所 上記(1)に同じ。 

③  提出方法 持参又は郵送等によって、技

術提案書を提出するものとし、電送による

ものは受け付けない。なお、詳細について

は、説明書によること。 

５ その他 

(1) 契約の手続において使用する言語及び通貨 

日本語及び日本国通貨に限る。 

(2) 契約保証金 

① 業務 契約保証金は免除する。 

② 工事 契約保証金は納付すること。ただ

し、有価証券の提供又は金融機関等の保証

をもって契約保証金の納付に代えることが

できる。 

また、公共工事履行保証証券による保証



を付し、又は履行保証保険契約の締結を行

った場合は、契約保証金の納付を免除する｡

なお、契約保証金の額、保証金額又は保険

金額は、請負代金額の 10分の１以上とする。 

 (3) 配置予定技術者の確認 下記の場合、競争 

参加停止措置を行うことがある。 

・見積り合わせ後に、資格要件を満たしてい

ないことが判明した場合や、コリンズ等に

より配置予定の監理技術者等の専任制違反

の事実が確認された場合 

・他の機関の工事を含めた他の工事と重複し

ているにもかかわらず見積り合わせし、専

任制違反により契約できなかった場合 

・競争参加資格申請時に配置予定技術者を確

定していない場合において、契約締結後、

資格要件を満たしていないことが判明した

場合や、コリンズ等により監理技術者等の

専任制違反の事実が確認された場合 

なお、種々の状況からやむを得ないものと

して承認された場合の外は、申請書等の差し

替えは認められない。 

(4) 手続きにおける交渉の有無 有 

 (5) 契約書作成の要否  要（本件は電子契約を 

推奨する。） 

(6)  本工事に直接関連する他の工事の請負契約

を当該工事の請負契約の相手方との随意契約

により締結する予定の有無 有 

 (7) 関連情報を入手するための照会窓口  上記

４(1)に同じ。  

(8) 一般競争参加資格の認定を受けていない者

の参加  上記２(2)に掲げる一般競争参加資

格の認定を受けていない者も、上記４(3)によ

り、申請書等を提出できるが、競争に参加す

るためには、設計業務の見積合わせまでに当

該資格の認定を受け、かつ、競争参加資格の

確認を受けていなければならない。 

(9) 企業結合確認資料についてのヒアリングを

実施する場合は、その実施日時及び場所等を



別途通知する。 

(10) 技術提案書等の内容についての技術対話を

実施する場合は、その実施日時及び場所等は

別途通知する。なお、技術対話を実施しない

場合は、ヒアリングの実施日時及び場所等は

別途通知する。 

(11) 技術提案書の提出がない又は適切でない場

合は、交渉権者に選定されない。 

(12) 技術提案書の改善事項の要請 阪神高速は

技術対話時又は技術対話の終了後、競争参加

者に対し速やかに改善要請事項を書面で提示

するものとする。 

 (13) 詳細は、説明書による。 

６  Summary 

(1) Official in charge of the contract of 

the procuring entity : Hirohisa Imagi, 

Director of Construction and Renewal 

Management Headquarters of Hanshin 

Expressway Company Limited 

(2) Classification of the services to be 

procured : 41 

(3) Subject matter of the contract :  

Large-scale replacement construction to 

replace steel foundation to steel and 

concrete structures  in Minatomachi and 

Namba.  

(4) Time-limit for the submission of 

application forms and relevant documents 

for the qualification : ４:00 P.M. August 

8,2018 

 (5) Time-limit for the submission of Technical 

proposals:４:00 P.M. September 25, 2018 

 (6) Contact point for tender documentation: 

General Affairs and Accounting Group, 

Construction and Renewal Management 

Headquarters, Hanshin Expressway Company   

Limited, １－３－15 Awaza, Nishi-ku,   

Osaka, 550－0011 Japan TEL 06－6535－9386 


